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平成 30 年度 地域ケアプラザ事業計画書 

１ 施設名 

  荏田地域ケアプラザ  

２ 事業計画 

地域ケアプラザ事業実施評価との共通部分 

１ 全事業共通 

地域の現状と課題について 

ア 地域の状況 

地域ケアプラザの担当エリアである荏田地区及び新荏田地区は青葉区の東に位置

し、昭和 50 年頃、東急田園都市線開通に合わせて開発された地域です。担当エリア

の中央には国道 246 号線と東急田園都市線が通り、南北で生活圏が別れています。

地域の殆どは住宅地で占めており、大型店舗や公立の学校はありません。さらに、

多人数を収容できる公共施設はありません。 

２地区全体の人口は約 21,000 人で、高齢化率は 15％と比較的若いですが、地区

の一部では高齢化が 30%を超えています。また、空き家も増加傾向にあります。 

 

イ 課題 

（ｱ）小学校の学区は４校に分かれており、児童のみならず親の交流も小学校毎とな 

っているため、地区の交流も全体より小さな範囲で行われます。さらに、多人 

数が集まれる店舗や施設がありません。また、地域の南側にある地域ケアプラ 

ザは、国道 246 号線以北の住民には交通が不便なため利便性が悪い状況です。 

従って、身近なところでの居場所作りが必要です。 

 

（ｲ）高齢化が顕著になっている地域では、認知症に関する相談が多く、相談を受け

る段階では問題が深刻となっている状況が散見されます。日頃からの地域にお

ける見守りが必要です。 

 

（ｳ）地域住民に情報を伝える上では、学校を通じての広報が効果的ですが、他地区 

と混在することから学校に依頼できません。効果的な広報を行うためには、工 

夫が必要です。 
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(2)各事業の連携 

指定管理部門５職種の会議を毎月開催し、各事業の目的や方法を確認すると共に、

運営についても連携して取組みます。 

 

地域支援においては、毎年度作成する地区支援計画に基づいて、各職種が地域に出

向き、地区支援記録を作成します。支援結果については５職種と所長、区社協とのミ

ーティングを行い、情報共有します。 

 

(3)職員体制・育成、公正・中立性の確保 

常勤職員人事は法人全体で行っており、地域ケアプラザを運営する上で法令上必要

な専門知識をもつ有資格者の配置を行います。また、ベテラン・中堅・新人等経験に

より適材適所の配置と、定期的な異動を行うことで職場の活性化を図ります。 

職員の育成については、研修計画に基づき全職員を対象とした研修から専門職の研

修まで実施します。さらに、新人職員については、育成リーダーを就けて育成計画に

基づいた人材育成を行います。 

公正・中立性確保については、利用者に提示できるようサービス事業所やインフォ 

ーマルサービスの種類ごとのファイルを作成します。また、職員会議等で事業者情報

の提供方法について随時確認します。 

 

(4)地域福祉保健のネットワーク構築 

日頃から定例会や行事等に参加し、地域情報を交換・共有することで、連合町内会、

自治会町内会、区社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議

会、区役所等との連携を図ります。 

特に、サポートチーム会議では、地区支援記録や地区支援計画を共有し、地域課題

の共有から地域課題の解決までを目指し、地域が主体となって取組めるネットワーク

を構築します。 

 

 

(1)相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供） 

ア ケアプラザ内で各分野の情報を整理・ファイリングし、どの職員でも情報提供

できるようにします。また、適切な情報提供ができるように実際の活動に参加

すると共に、主催者等との関係構築に努めます。 

 

イ 定期的な広報紙の発行とブログを活用した情報提供を行います。 

 

 ウ 地域ケアプラザ内で今まで整備されていなかった、障がい者の就労移行や児童

デイ等の情報ファイルを作成し、ワンストップできる体制を作ります。 
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(5)区行政との協働 

地域福祉保健計画では地域により身近な施設として、区及び区社協と共に地区別計

画の推進を重視して取組みます。 

また、区運営方針「すくすく・いきいき！健やか暮らしプロジェクト」における「あ

おばこどもシステム」や「地域包括ケアシステム」の取組を通じて、誰もが安心して

健やかに暮らせる地域づくりを進ます。 

 

２ 地域活動交流事業 

(1)自主企画事業 

高齢者の居場所作りや子育てフリースペースの開催を継続すると共に、区事業や広

報紙などを活用して、地域住民に広く周知します。 

また昨年度、地域の子育て支援者を集めて実施した意見交換会で出された、子育て

に関するニーズをもとに、事業内容の変更を進めます。 

 

(2)福祉保健活動団体等が活動する場の提供 

会場利用団体が利用しやすい様に配慮するだけでなく、利用団体の活動内容を把握

して、地域で活動できるようにコーディネートします。 

また今年度も、 地域団体交流会を開催し、利用団体の要望等を聞くと共に、利用団

体に限らず、地域内の福祉保健活動団体と情報交換をできる場を提供します。 

 

(3)ボランティアの育成及びコーディネート 

ボランティアの育成については、地域ニーズに即したボランティアを育成します。 

また、既に登録している個人ボランティアについては、定期的にボランティア情報 

を伝え、登録ボランティア団体については活動をコーディネートします。 

今年度については、個人ボランティアの発掘を目的として、５月のエンジョイえだ

まつりに出店します。また団体ボランティア間でボランティアのコーディネートする

企画を、地域団体交流会のなかで実施します。 

 

(4)福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供 

地域の行事等へ積極的に参加して社会資源の把握や地域課題の把握に努めると共

に、区や区社協から受けた情報や総合相談の分析結果等の情報を提供します。また、

把握した社会資源や福祉保健に関する情報等については、広報紙等を活用して地域住

民へ情報提供します。 

今年度について、引き続き子育て支援者の意見交換会を開催や、障害児支援団体と

の共催事業を通じて、子ども・障害児についての情報収集および提供を行います。 
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３ 生活支援体制整備事業 

(1)事業実施体制 

生活支援コーディネーターのみならず、地域ケアプラザ全体で推進します。定期的

に上記の５職種会議を開催し、事業方針と進捗状況を確認しながら進めます。また、

地区社協や自治会等の地縁組織にも、協働してもらえるよう、働きかけます。 

 

 

(2)地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析） 

地域ケアプラザエリア内の情報だけでなく、地域住民の生活圏を把握し、地域住民

の生活圏に合った、アセスメントを実施します。 

また、地区支援記録を５職種で取り組み、四半期ごとに分析し、地域特性を把握し

ます。 

 

(3)連携・協議の場 

荏田地区協議体の取組の成果のひとつである「生活情報冊子」を基に、民生委員ご

とのエリアで地区座談会を開催し、地域住民の生の声を反映させるようにします。 

新荏田地区については、連合会長と地区社協にヒアリングを行い、今後の連携につ

いて話しあいます。 

 

(4)より広域の地域課題の解決に向けた取組 

 地域住民の生活圏に合ったアセスメントを行い、得た情報について紹介できるよう、

情報元へヒアリングを実施します。 

 区社協地区担当や１層生活支援コーディネーター、区役所等に協議体や地区座談会

に参加してもらい、地区支援について連携します。また、他の地域との比較等、具体

的に区社協や区役所にどのような立場で参加してもらいたいか、確認依頼します。 

 

４ 地域包括支援センター運営事業 

 （１）総合相談支援業務 

①地域におけるネットワークの構築 

関連団体の定例会や会議には５職種が参加して、情報交換の機会を積極的に設定す

るとともに、相談が受けやすいように顔の見える関係を築きます。 

また、地域と事業者との関係では、定期的に民生委員やケアマネジャーとの情報交換

会を実施します。 
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②実態把握 

日頃から区や区社協からのデータ等、各種統計資料の情報を収集し、地域の特性把

握に努めます。 

また、相談時に寄せられた日常生活課題について詳細に分析し、地域内の個別およ

び圏域ニーズを把握します。 

 

 

 

③総合相談支援 

介護保険に係る相談のみならず、高齢者の日常的な困りごとや地域住民からの情報

も記録し、地域との関係性をはじめとする環境面の把握に努めます。 

また、家族支援が必要な場合は関係する支援者と連携を図り、隙間のない支援体制

を構築します。 

さらに、相談のみでサービスを利用していない独居高齢者や高齢者世帯を中心に、電

話や訪問等で様子を伺い継続的に状況を確認します。 

 

 （２）権利擁護業務 

①成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止 

地域住民に対し成年後見制度の説明を行い、制度への理解と活用促進に努めます。

また、青葉区版エンディングノート「わたしノート」の普及啓発を行うとともに、 

権利擁護支援が必要な人を発見・支援します。 

 消費者被害の防止については、広報紙や地域の行事（茶話会、サロン等）に出向い

て啓発するなど、広く住民に周知します。 

 

 

②高齢者虐待への対応 

虐待が疑われるケースを把握した場合は、速やかに区福祉保健センターへ通報し、

情報共有と支援方針を確認して必要な支援を行います。 

 介護者から介護負担に関する相談があった際は、速やかに対応して虐待の未然防止

に向けた支援を行います。 

また、地域住民に対し地域の行事（茶話会、サロン等）を活用して啓発します。 

 

 

 

③認知症 

地域のキャラバン・メイトや地区社協と協力しながら、地域住民や学校、関係機関 

に対し、「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症について理解を深め対応の仕

方の周知を図ります。また、認知症サポーター講座を受講した方々を対象に、フォロ

ーアップします。 

 なお、医療・介護サービスにつながらない困難ケース等については、認知症初期集

中支援チームと連携して効果的に対応します。 

 認知症の人を介護する家族に対し、必要な情報の提供と継続的な支援を行います。 
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 （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

①地域住民、関係機関等との連携推進支援 

日頃から地区民児協、地区社協の定例会等に参加して関係機関との情報共有・信頼

関係を構築します。民生委員とは見守り対象者等の情報交換会やケアプラザ体験研修

をおこない、ケース対応の連携を深めます。 

また、地区別計画推進会議に参加して地域住民や関連団体及び関係機関とで課題解

決に取り組み、地域の支え合いを促進します。 

さらに、地域住民や関係機関の地域課題に対する認識を深めるため、地域ケア会議 

を定期的に開催します。 

 

②医療・介護の連携推進支援 

区域の医療・介護の連携については、主に青葉区主任ケアマネジャー分科会の活動

を通じた会議等に参画して推進します。 

地域ケアプラザ担当エリアにおいては、「包括カンファレンス」や「地域ケア会議」

において担当エリアのケアマネジャーと医療職を招いて情報交換を行い、連携を推進

します。その際、地域ケアプラザ協力医の協力を得ます。また、病院や薬局で認知症

サポーター養成講座などを実施して、相互の役割理解と連携向上を図ります。 

 

③ケアマネジャー支援 

定期的に「包括カンファレンス」を開催し、担当エリアのケアマネジャーと関連団 

体及び関係機関との情報交換・学習の場を設定し、ケアマネジメント力・地域力向上

につなげます。 

また、ケアマネジャーからの支援困難ケース相談に対応し、必要に応じて関係機関 

を含めてのミーティングをおこない対応します。 

さらに、新任ケアマネジャーに対しては、実習支援やケアマネジャー勉強会（青葉区

主任ケアマネジャー分科会主催）を行います。 

（４）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議 

多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議 

多くの職種が参加できるように地域ケア会議を設定し、自立支援の視点や地域の特

徴等を情報共有して、自立に資するケアマネジメントの向上を図ります。また、地域

で共通する個別課題については、地域課題として課題共有をして解決策を検討してい

くことから、職種に拘らずに地域課題を地域全体で把握できるように努めます。 

 

 

 

 

 

 



  

 - 7 -  

（５）介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業） 

介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業） 

事業対象者、要支援１・２と認定された方に対し、本人の有する能力を最大限発揮

し、可能な限り自立した生活が継続できるように支援します。また、利用者の主体性

を尊重しながら、専門性をもったアセスメントを行うことで、適切な介護予防サービ

スの提供が確保されるよう、関係機関との連絡調整その他の便宜を提供します。 

 委託契約を締結している居宅支援事業所との連携及び支援を行い、共に対象者の支

援を行います。 

 

 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業 

住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、高齢者自身の力を活かし

た「介護予防」を推進します。 

また、地域で活躍する方々と協働し、高齢者が歩いて通える範囲に介護予防の活動

が継続できる場づくりを目指します。 

 

ア 介護予防普及啓発・地域介護予防活動支援 

・「ＧｏＧｏ健康！講座」を実施し、介護予防の知識と実技を学び、介護予防活動

が自主的に継続できる場を目指します。 

・地域の自主グループが、健康づくり・介護予防の視点も含め活動に取り組むこ

とができるよう地域組織の支援を行います。 

 

イ 元気づくりステーション 

住民主体の通いの介護予防活動の場として「きらめきウォーク元気づくりステ

ーション」「健康マージャン荏田」の運営を支援します。 

また、元気づくりステーションに資するグループ活動を支援していきます。 

 

ウ 認知症の理解と予防 

認知症の正しい理解を深めるよう認知症についての啓発を行います。 

また、認知症予防の取り組みを意識した活動の場づくりを推進します。 

 

エ その他 

住民が身近な場所で継続して介護予防が気軽にできるよう、地域の茶話会や老

人会などで介護予防の普及啓発をしていきます。また、保健活動推進員や関係

機関と連携をはかり、地域の人材が活躍できる場を増やします。 
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その他 

 

 

 

以下、地域ケアプラザ事業実施評価との相違部分 

施設の適正な管理について 

 

ア 施設の維持管理について 

青葉区長と横浜市社会福祉協議会（以下、「本会」という）が締結した基本協定書

に基づき、地域における福祉活動、保健活動等の振興や身近な場所における、福祉サ

ービス、保健サービス等の総合的提供に資する意義を踏まえ、公共性の趣旨を尊重し、

施設の運営状況について市民に必要な情報提供等を行うなど透明性の確保を図り、説

明責任を図りながら施設の適正な維持管理を行います。 

 

（ｱ）指定管理の実施に当たり関係する法令を遵守し、年度協定、事業計画書に基づ

き施設及び設備について適切な維持保全を行います。 

 

（ｲ）えだ福祉ホームと一体的に建物を区分所有していますが、所有区分及び管理運

営について相互に締結した協定書に基づき施設の保守・管理を行います。また月

に１回荏田ケアプラザ・ホーム連絡会を開催し、情報共有・交換した上で施設の

適切な管理運営を行います。 

 

（ｳ）清掃、建物警備や建築物・設備等保守業務は専門業者と業務委託契約を締結し

実施します。業者選定及び契約は公平公正を期し本会の規程に基づき行います。 

 

（ｴ）施設内に「ご意見箱」を設置し、利用者の「声」を集める仕組みを継続します。

また、事業部門毎に利用者アンケートを実施し、利用者のニーズや施設運営に関

する課題等を抽出、分析し利用者が快適にかつ安全に利用できる施設管理を行い

ます。 
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イ 効率的な運営への取組について 

地域ケアプラザの公共性を理解し、利用者をはじめ地域住民のニーズを把握及び反

映させた施設運営に努めます。また施設の運営状況について市民に必要な情報提供を

行います。 

 

（ｱ）節約に努め、光熱水費や消耗品等の経費を削減します。 

 

（ｲ）ご意見箱や利用者アンケート等により、地域住民の声やニーズを把握・反映さ 

せた施設運営や事業を実施します。 

 

（ｳ）広報紙やホームページ・ブログ等の広報媒体を効果的に活用し、市民に必要な 

福祉・保健に関する情報を提供します。 

 

ウ 苦情受付体制について 

利用者、市民等からの苦情については、本会が定めた苦情解決規則や体制に基づき、

苦情の適切な解決をはかり、利用者等の権利を擁護するとともに実施する事業の質や

施設運営の信頼性向上に努めます。 

 

（ｱ）施設内に受付担当者及び実務責任者を配置し、寄せられた苦情に対し迅速・適 

切に解決に向けた対応をします。 

 

（ｲ）本会では苦情解決調整委員を設置しており、苦情の申出者が希望する場合や解

決が困難な場合は中立・公正な立場からあっせん・調整を行うほか、苦情に関す

る改善状況や日常的な状況を把握します 

 

（ｳ）本会が作成した苦情相談対応マニュアルを活用するとともに、本会が実施する

研修を受講し、適切な対応ができるよう努めます。また、苦情解決を通じて、事

業やサービスの質を向上させます。 
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カ 個人情報保護の体制及び取組について 

本会の「保有する個人情報の保護に関する規程」により、保有する個人情報の適正

な取扱について定めているほか、「地域ケアプラザ等における個人情報の取扱基準」

により、職員の意識維持向上のための啓発活動、取り扱いの際の具体的なルール等を

定めており、これらの規程や基準を遵守し、利用者等の個人の権利利益の保護に努め

ます。 

 

（ｱ）職員の個人情報保護に関する啓発 

全職員を対象とした全体研修を年２回開催する他、部門毎の会議や毎朝・夕のミ 

ーティングで、取扱う情報の共有、取扱に関する作業手順の確認や注意喚起を行 

エ 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

職員の緊急連絡網や状況別に対処・対応方法を定めたマニュアルを活用し、緊急時

に迅速・適切に対応できる体制を整備します。 

 

（ｱ）犯罪や災害発生時に連携できるよう、日頃から自治会・町内会等地域団体と顔 

の見える関係を構築します。 

 

（ｲ）地域防災拠点運営委員会に参加すると共に、防災訓練や特別避難所の開設・運

営訓練にも参加し、災害発生時に備えます。 

 

（ｳ）青葉区長と締結している、災害時における在宅要援護者のための特別避難場所

の協力協定を踏まえ、応急備蓄物資を整備します。 

 

（ｴ）消防計画に基づき、消火、通報及び避難訓練を年２回実施します。 

 

（ｵ）閉館時の防火・防犯に関しては機械警備で対応し、緊急時には機械警備の委託

業者から警備員が出動し、対処します。 

オ 事故防止への取組について 

（ｱ）事故・ヒヤリハットについては状況や発生に至った要因また対応状況を記録に

残し、全職員で共有・検証のうえ再発防止に向けた取組を行います。 

 

（ｲ）事故発生時には、状況別に定めたマニュアルに従い、適切な対処や報告を行い

ます。 

 

（ｳ）始業前及び終業前に職員ミーティング、作業手順の確認や情報共有等を徹底し、 

事故防止に努めます。                                              

 

（ｴ）建物の設備総合巡視点検を定期的に実施し、安全な設備保全に努めます。 
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います。 

 

（ｲ）個人情報の管理 

個人情報を含むケースファイル等の書類やデータ保存媒体等は所定の保管場所

を確保しており、保管や施錠等の管理を徹底します。 

 

（ｳ）業務に使用するパソコンの管理 

使用するパソコンにはそれぞれパスワードを設定し、関係者以外のアクセスを制

限します。また、セキュリィティー対策ソフトの使用により情報の漏洩・流出を

防止します。 

 

（ｴ）作業場所の整理整頓の徹底 

職員間の回覧文書への配慮や文書等の整理整頓に努め、個人情報の漏洩・流出や

紛失防止に努めます。 

 

（ｵ）関連規程・基準の遵守の徹底 

本会の「保有する個人情報の保護に関する規程」や「地域ケアプラザ等における 

個人情報の取扱基準」を遵守して業務を遂行しているか、日頃より全職員が点検

を行います。 

 

 

 

キ 情報公開への取組について 

本会の「保有する情報の公開に関する規程」を遵守し、市民の福祉活動への積極的

な参加、理解と信頼の推進に努めます。 

なお、当規程の対象は、職員が職務上作成または取得した文書（電磁気的記録を含

む。）等です。また、開示しないことができる情報を定めています。 

当規程の施行に関し、「保有する情報の公開に関する規程施行規則」により必要な

事項を定めています。 

ク 人権啓発への取組について 

相談者や利用者は人権侵害を受けやすい立場であることを認識し、人権啓発に努め

ます。そのため、本会が実施する「人権研修」を管理職及び職員が受講します。受講

できなかった職員に対しては、伝達研修を実施して全職員に研修内容を周知します。 

 また、職員会議や毎日のミーティング等を用いて、日頃から人権意識を醸成してい

きます。 
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ケ 環境等への配慮及び取組について 

ヨコハマ３Ｒ夢プランを推進します。また職員はもとより、利用者へも節電・節水

への協力を呼びかけ、環境保護へ努めます。 

 

（ｱ）ごみの分別の徹底や発生の抑制、また資源の再使用・再利用を推進しごみの減

量に取り組みます。 

 

（ｲ）利用者へも協力を呼びかけ、節電・節水に取り組み、省エネ及び環境保護を推 

進します。 
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介護保険事業 

● 指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業 

≪職員体制≫ 

  ・管理者 主任ケアマネジャー １名 （常勤兼務） 

  ・保健師等          １名 （常勤兼務） 

  ・社会福祉士         １名 （常勤兼務）  

  ・介護予防プランナー     １名 （非常勤） 

 

≪目標≫ 

事業対象者、要支援１・２と認定された方に対し、本人の有する能力を最大限発

揮し、可能な限り自立した生活が継続できるように支援します。また利用者の主体

性を尊重しながら、専門性をもったアセスメントを行うことで、適切な介護予防サ

ービスの提供が確保されるよう、関係機関との連絡調整その他の便宜を提供しま

す。 

  委託契約を締結している居宅支援事業所との連携及び支援を行い、共に対象者の 

支援を行います。 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  

  利用者の負担金はありません。 

  但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により事業所が介護保険からサービス利用 

料金に相当する給付を受領できない場合に、契約者はサービス利用料金の全額を事 

業所に対し、一度支払うこととなります 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

（１）利用者の個別性を尊重し、個々のニーズに沿ったサービス計画を作成し、横

浜市の独自サービスやインフォーマルサービスなども含めた適切な情報提

供をします。 

（２）関係機関との連携に努め、課題解決に向け積極的に関わっていきます。 

（３）近隣施設やインフォーマルサービスを情報収集し、新しい情報を提供できる 

ようにします。 

 

 

 

 

 

 

≪利用者目標≫ 

※ 単位は省略してください。               【単位：人】 

 

   

              

 

                                 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

 

115 

 

115 

 

115 

 

115 

 

115 

 

115 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

120 

 

120 

 

120 

 

125 

 

125 

 

125 
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● 居宅介護支援事業 

≪職員体制≫ 

 ・管理者         １名（常勤兼務） 

 ・介護支援専門員     ４名（常勤兼務１名、非常勤３名） 

 

≪目標≫ 

（１）利用者の個別性を尊重し、心身の状況や環境等に応じて、住み慣れた地域で

自立した日常生活ができるように支援します。また「地域にねざした、地域

に求められる居宅」をめざして地域と関わります。 

（２）通所介護部門と連携を図り、利用者実績の向上に取り組みます。 

（３）適切なケアマネジメントができる力を持った介護支援専門員を育成します。 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  

  利用者の負担金はありません。但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により事業

所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領できない場合に、契約

者はサービス利用料金の全額を事業所に対し、一度支払うこととなります。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

（１）平成 30 年度の介護保険改正の重点項目である医療との連携、自立支援の強

化につながる公正中立な居宅サービス計画を作成し、支援します。 

（２）また質の高いサービス提供ができるように支援体制を強化し、区役所・地域

包括支援センター等関係機関との連携に努め、課題解決に向け積極的に関わ

ります。 

（３）利用者や家族がその地域の方々とのつながりがもてるように地域の行事やイ

ンフォーマルサービス等を含めた適切な情報提供を行い、また地域の行事で

介護保険についての講座を開催するなど地域に貢献します。 

（４）所内でケースカンファレンスを定期的に行うと共に、市社協や他の研修機関

で開催される研修に積極的に参加して、資質の向上を図ります。 

 

 

≪利用者目標≫ （ ）内は要支援 1・2 

※ 単位は省略してください。               【単位：人】 

              

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

125 

(22) 

125 

(22) 

125 

(22) 

125 

(22) 

125 

(22) 

125 

(22) 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

128 

(22) 

128 

(22) 

128 

(22) 

128 

(22) 

128 

(22) 

128 

(22) 
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 - 16 -  

● 通所介護・認知症対応型通所介護 

≪提供するサービス内容≫ 

・食事 ・入浴 ・個別機能訓練 ・口腔機能向上訓練 ・生活相談等 

・レクリエーション 

 

≪実費負担（１割負担分）≫ 

【基本額】            【加算】 

（要介護１）  ,599 円      （入浴加算）          54 円 

（要介護２）  ,708 円      （口腔機能向上加算）    161 円 

（要介護３）  ,816 円      （個別機能訓練加算Ⅱ）      60 円 

（要介護４）  ,926 円      （体制強化加算Ⅰイ）       20 円 

（要介護５） 1,034 円      （中重度者体制加算）     49 円 

 （介護職員処遇改善加算） 所定単位数に 1000 分の 59 を乗じた単位数を加算 

 

・食費負担           750 円         

 

 

≪事業実施日数≫ 週７日（12 月 29 日~1 月 3 日を除く） 

 

≪提供時間≫   10：15～15：20  

 

≪職員体制≫ 

生活相談員        ６名（常勤兼務３名、非常勤兼務３名） 

 看護師・機能訓練指導員  ６名（非常勤） 

 介護員          １２名（常勤兼務３名、非常勤８名（内、兼務３名）） 

 

≪目標≫  

・個々のニーズに即した援助ができるよう、プログラムの拡充を図ります。 

・地域の身近な施設として、各種団体や地域と積極的な交流をします。 

・利用者実績が前年度を上回るよう、新規利用者を確保します。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

ア  取組予定 

・年間行事    クリスマス会（１２月）、もちつき大会（１月） 

・提供サービス  生活指導(相談援助等)、機能訓練(日常動作訓練) もしくは運動器

機能向上訓練、口腔機能向上サービス、介護サービス、 

健康状態の確認、送迎、給食、入浴 

・個別プログラム 脳トレ、麻雀、将棋、囲碁、書道、カラオケ、パッチワーク、 

野菜作り、フラワーアレンジ、絵手紙、大人の塗り絵など 

・広報活動    えだ山の笑顔（毎月発行）、ブログ及びホームページ（随時） 

・交流事業    荏田小学校、川和高校、地域のサロン等 

・人材育成    職員研修の実施（内部、外部《車椅子操作講師等》） 

・実習生受け入れ 近隣中学、初任市職員・消防士、県内の大学生 

・協力者、団体  民生委員、ボランティア（整容、話し相手）、 

ショーボランティア（敬老会、クリスマス会などイベント時に歌

やダンスの披露）、荏田宿カフェの定期訪問 
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イ 地域に向けた取組み 

・デイサービス職員が地域行事や当地域ケアプラザ主催の講座等で講師を務めるなど

積極的に地域と関わっていきます。 

・ボランティアを積極的に受入れ、地域の方々のボランティア活動を促進します。 

・荏田小学校の小学生との交流を継続し、実習生の受け入れも積極的に行います。 

 

 

 

≪利用者目標（延べ人数）≫ 

※ 単位は省略してください。               【単位：人】 

   

 

 

 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

520 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

520 

 

520 

 

480 

 

480 

 

480 

 

500 
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● 介護予防通所介護・第１号通所事業・介護予防認知症対応型通所介護 

≪提供するサービス内容≫ 

・食事 ・入浴 ・個別機能訓練 ・口腔機能向上訓練 ・生活相談等 

・レクリエーション 

 

≪実費負担（１割負担分）≫ 

【基本額】 

（事業対象者、要支援１）      1,766 円 

（要支援２（1））         1,766 円 

（事業対象者、要支援２（２）） 3,621 円 

 

【加算】 

（運動機能向上加算）          242 円 

（口腔機能向上加算）         161 円 

（体制強化加算Ⅰイ） 

事業対象者、要支援１        78 円 

要支援２(１)                    78 円 

事業対象者、要支援２（２)      155 円    

（介護職員処遇改善加算） 所定単位数に 1000 分の 59 を乗じた単位数を加算 

 

食費負担                  750 円 

  

≪事業実施日数≫ 週７日 

 

≪提供時間≫   10：15～15：20  

 

≪職員体制≫ 

生活相談員        ６名（常勤兼務３名、非常勤兼務３名） 

 看護師・機能訓練指導員  ６名（非常勤） 

 介助員          １２名（常勤兼務３名、非常勤８名（内、兼務３名）） 

 

≪目標≫  

・個々のニーズに即した援助ができるよう、プログラムの拡充を図ります。 

・地域の身近な施設として、各種団体や地域と積極的な交流をします。 

・利用者実績が前年度を上回るよう、新規利用者を確保します。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

ア 取組予定 

・年間行事    クリスマス会（１２月）、もちつき大会（１月） 

・提供サービス  生活指導(相談援助等)、機能訓練(日常動作訓練) もしくは運動器

機能向上訓練、口腔機能向上サービス、介護サービス、 

健康状態の確認、送迎、給食、入浴 

・個別プログラム 脳トレ、麻雀、将棋、囲碁、書道、カラオケ、パッチワーク、 

野菜作り、フラワーアレンジ、絵手紙、大人の塗り絵など 

・広報活動    えだ山の笑顔（毎月発行）、ブログ及びホームページ（随時） 

・交流事業    荏田小学校、川和高校、地域のサロン等 

・人材育成    職員研修の実施（内部、外部《車椅子操作講師等》） 

・実習生受け入れ 近隣中学、初任市職員・消防士、県内の大学生 

・協力者、団体  民生委員、ボランティア（整容、話し相手）、 

ショーボランティア（敬老会、クリスマス会などイベント時に歌

やダンスの披露）、荏田宿カフェの定期訪問 
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イ 地域に向けた取組み 

・デイサービス職員が地域行事や当地域ケアプラザ主催の講座等で講師を務めるなど

積極的に地域と関わっていきます。 

・ボランティアを積極的に受入れ、地域の方々のボランティア活動を促進します。 

・荏田小学校の小学生との交流を継続し、実習生の受け入れも積極的に行います。 

 

 

≪利用者目標（契約者数）≫ 

※ 単位は省略してください。               【単位：人】 

 

≪利用者目標（契約者数）≫ 

※ 単位は省略してください。               【単位：人】 

 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

55 55 55 55 55 55 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

55 

 

55 

 

55 

 

55 

 

55 

 

55 

 



収⼊の部 （税込、単位：円）

当初予算額（A） 補正額（B） 予算現額（C=A+B） 決算額（D） 差引（C-D） 説明

17,057,340 17,057,340 17,057,340 0 横浜市より

0 0 この列は入力しない

124,000 124,000 0 124,000 地域活動交流事業利用料収入

0 0 この列は入力しない

0 0 0 0

印刷代 0 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 0 この列は入力しない

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 この列は入力しない

その他（指定管理充当分） 0 0 0

1,977,500 1,977,500 1,977,500 0

0 0 0 0

19,158,840 0 19,158,840 19,034,840 124,000

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

12,223,000 0 12,223,000 0 12,223,000

9,210,000 9,210,000 0 9,210,000 所長1/8、地域活動交流コーディネーター、サブコーディネーター人件費

773,000 773,000 0 773,000

2,163,000 2,163,000 0 2,163,000 調整手当、超勤手当、通勤手当等

3,000 3,000 0 3,000

10,000 10,000 0 10,000 ハマふれんど等

64,000 64,000 0 64,000 所長退職給付引当金

0 0 0 0

1,766,000 0 1,766,000 0 1,766,000

21,000 21,000 0 21,000 連絡会等出張旅費

284,000 284,000 0 284,000 事務消耗品費、事業消耗品費

0 0 0 0

0 0 0 0 包括広報チラシ作成費

600,000 600,000 0 600,000 電話料金、郵送料金

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0 0

その他 0 0 0

32,000 32,000 0 32,000 事務用品購入費

48,000 48,000 0 48,000 新聞購読料、地域活動関連図書購入費

0 0 0 0

21,000 21,000 0 21,000 職員研修費

0 0 0 0

95,000 95,000 0 95,000 印刷機、複合機、AED、玄関マットリース費

3,000 3,000 0 3,000 振込手数料等

0 0 0 0

662,000 662,000 0 662,000 本部共通経費

568,000 0 568,000 0 568,000

42,000 42,000 0 42,000 予算：指定額

526,000 526,000 0 526,000

1,196,000 0 1,196,000 0 1,196,000

0 0 0 0 予算：指定額

0 0 0 0 0

電気料⾦ 0 0 0

ガス料⾦ 0 0 0

⽔道料⾦ 0 0 0

505,000 505,000 0 505,000 清掃業務委託費

474,000 474,000 0 474,000 予算：指定額

96,000 96,000 0 96,000 機械警備業務委託費

121,000 0 121,000 0 121,000

空調衛⽣設備保守 0 0 0 0

消防設備保守 14,000 14,000 0 14,000 消防設備点検業務委託費

電気設備保守 32,000 32,000 0 32,000 電気設備点検業務委託費

害⾍駆除清掃保守 27,000 27,000 0 27,000 害虫駆除点検業務委託費

駐⾞場設備保全費 0 0 0 0

その他保全費 48,000 48,000 0 48,000 その他保点検業務委託費

0 0 0 0

0 0 0 0

977,840 0 977,840 0 977,840

0 0

977,840 977,840 0 977,840 人件費消費税

0 0

0 0 この列は入力しない

0 0 0 0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

16,730,840 0 16,730,840 0 16,730,840

2,428,000 0 2,428,000 19,034,840  16,606,840

526,000 526,000 0 526,000

526,000 526,000 0 526,000

0 0 0 0 0 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入

0 0 0 0 使用料（横浜市への支払等）

0 0 0 0

平成30年度　「荏田地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動＞

収⼊合計

その他（施設使⽤料相当額 法⼈負担分）
その他（提案時控除     法⼈負担分）

⾃主事業収⼊
雑⼊

科⽬

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額

指定管理料
利⽤料⾦収⼊
指定管理料充当 事業

⼿当計
健康診断費

本俸
社会保険料

科⽬

⼈件費

⽀出の部

会議賄い費
印刷製本費

旅費
消耗品費

その他
事務費

備品購⼊費
図書購⼊費

通信費
使⽤料及び賃借料

振込⼿数料
リース料
⼿数料

施設賠償責任保険
職員等研修費

事業費
運営協議会経費
指定管理料充当 事業

地域協⼒費
その他

清掃費
修繕費

光熱⽔費

管理費
建築物・建築設備点検

本部分

その他
公租公課

共益費

機械警備費
設備保全費

事業所税
消費税
印紙税
その他（     ）

事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）

⾃主事業収⽀

管理許可・⽬的外使⽤許可収⼊
管理許可・⽬的外使⽤許可⽀出
管理許可・⽬的外使⽤許可収⽀

当該施設分
ニーズ対応費
⽀出合計

差引

⾃主事業費収⼊
⾃主事業費⽀出



収⼊の部 （税込、単位：円）
当初予算額

（A）
補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

23,500,000 23,500,000 23,500,000 横浜市より

151,000 151,000 151,000 横浜市より

5,789,000 5,789,000 5,789,000 横浜市より

0 0 この列は入力しない

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 この列は入力しない

0 0 0 0 0

印刷代 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 0 0

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0

1,401,000 1,401,000 1,401,000 0

30,841,000 0 30,841,000 1,401,000 29,440,000

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D） 説明

27,209,000 0 27,209,000 0 27,209,000

18,753,000 18,753,000 18,753,000

3,205,000 3,205,000 3,205,000

3,855,000 3,855,000 3,855,000

55,000 55,000 55,000

25,000 25,000 25,000 ハマふれんど

1,316,000 1,316,000 1,316,000

0 0 0

1,511,000 0 1,511,000 0 1,511,000

47,000 47,000 47,000

150,000 150,000 150,000

0 0 0

15,000 15,000 15,000

205,000 205,000 205,000

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0

その他 0 0 0

61,000 61,000 61,000

0 0 0

0 0 0

36,000 36,000 36,000

0 0 0

22,000 22,000 22,000

0 0 0

0 0 0

975,000 975,000 975,000

1,190,000 0 1,190,000 0 1,190,000

630,000 630,000 630,000 予算：指定額

100,000 100,000 100,000

151,000 151,000 151,000

309,000 309,000 309,000 予算：指定額

401,000 0 401,000 0 401,000

0 0 0 予算：指定額

0 0 0 0 0

電気料⾦ 0 0 0

ガス料⾦ 0 0 0

⽔道料⾦ 0 0 0

183,000 183,000 183,000

126,000 126,000 126,000 予算：指定額

42,000 42,000 42,000

50,000 0 50,000 0 50,000

空調衛⽣設備保守 0 0 0

消防設備保守 6,000 6,000 6,000

電気設備保守 13,000 13,000 13,000

害⾍駆除清掃保守 12,000 12,000 12,000

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 19,000 19,000 19,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

30,311,000 0 30,311,000 0 30,311,000

530,000 0 530,000 1,401,000  871,000

0

0

0 0 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人
収入

0 使用料（横浜市への支払等）、駐車場設備保全費

0

指定管理料（包括）

平成30年度　「荏田地域ケアプラザ」

　収支予算書及び報告書（特別会計）

科⽬

指定管理料（介護予防）
指定管理料（⽣活⽀援）

社会保険料

⽀出の部

利⽤料⾦収⼊
指定管理料充当事業（包括）
指定管理料充当事業（介護予防）
指定管理料充当事業（⽣活⽀援）
⾃主事業収⼊
雑⼊

その他（提案時控除     法⼈負担分）

収⼊合計

科⽬

⼈件費
本俸

健康診断費
勤労者福祉共済掛⾦

⼿当計

その他
事務費

備品購⼊費
図書購⼊費
施設賠償責任保険
職員等研修費

退職給付引当⾦繰⼊額

旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費
使⽤料及び賃借料

建築物・建築設備点検

振込⼿数料
リース料
⼿数料
地域協⼒費
その他

事業費
協⼒医
指定管理料充当⾃主事業（包括）
指定管理料充当事業（介護予防）
指定管理料充当⾃主事業（⽣活⽀援）

管理費

当該施設分

この列は入力しない

公租公課
事業所税
消費税
印紙税
その他（     ）

ニーズ対応費

清掃費
修繕費
機械警備費
設備保全費

共益費
その他

事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）
本部分

管理許可・⽬的外使⽤許可⽀出
管理許可・⽬的外使⽤許可収⽀

⽀出合計
差引

⾃主事業費収⼊
⾃主事業費⽀出
⾃主事業収⽀

管理許可・⽬的外使⽤許可収⼊

光熱⽔費



平成30年度　自主事業収支計画書

①募集対象者

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費 参加費 その他 講師謝金 材料費 その他

茶話会 ６５歳以上 地活 124,000 12,000 12,000 124,000 0

定員なし 包括

200円(内容による) 生活

えだぴよ 未就園児と親 地活 10,000 0 0 10,000 0

定員なし 包括

無料 生活

地域住民 地活

定員なし 包括

無料 生活 10,000 0 0 0 10,000 0

もちつき大会 地域住民 地活 6,000 10,000 0 0 10,000 6,000

定員なし 包括

無料 生活

うさぎとかめの会 ６０歳以上 地活

定員なし 包括 10,000 0 10,000 0 0

無料 生活

出張サロン 地域住民 地活 6,000 0 0 0 0 6,000

定員なし 包括

無料 生活

出張講座 地域住民 地活

定員なし 包括 8,000 0 0 5,000 3,000

無料 生活

介護者のつどい 地域住民 地活

定員なし 包括 6,000 0 0 6,000 0

無料 生活

包括カンファレンス 地区内CM 地活

（CM向け） 定員なし 包括 10,000 0 10,000 0 0

無料 生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

事業ごとに別紙に記載してください。

収入

横浜市荏田地域ケアプラザ

自主事業予算額

支出
総経費

荏田地区
協議体
(エンジョイ　荏田塾　た
けのこ　クラブ）

136,000

10,000

10,000

指定管理料

6,000

10,000

16,000

10,000

6,000

8,000



平成30年度　自主事業計画書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市荏田地域ケアプラザ

12月15日（土）
１回

目的・内容

目的・内容

もちつき大会

　自主団体「男塾」との共催、その他、ボランティア団
体、学校、企業の協力で実施。地域住民の交流の場として
いく。
　地域団体が活躍できるよう支援する。

実施時期・回数

　未就園児と親を対象に、遊び場の提供、参加者同士の交
流を目的とする。地域のボランティアによる、子育てアド
バイスも行い、幅広い世代の交流の場にもなっている。ま
た出産前の家族について、出産後に交流の場を知らず、引
きこもるのを予防するため、見学の受け入れを行ってい
る。
　利用団体の「えくぼクラブ」との共催による、クリスマ
ス会をを12月に実施する。
（協力：荏田地区社会福祉協議会）

えだぴよ

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数

年12回開催
（第３金曜日）
13時30分
　　～15時30分

実施時期・回数

茶話会

　地域ケアプラザへ自力で来られる高齢者を対象として、
介護予防及び交流を目的として開催。
　内容は、歌や演奏等の催しを行った後、茶話会を行う。
当日の運営はボランティア中心で行うが、参加者の力も活
用して参加者同士の支えあいを深めていく。
　また、他の団体で活動している参加者が、活動紹介でき
る場を提供する。

目的・内容

毎月１回開催
（第４金曜日）
10時30分
　　～15時30分

荏田地区
協議体
(エンジョイ
荏田塾　たけの
こ
クラブ）

毎月第３土曜日
13時30分
　　～15時30分
役員会は適宜実施

　地域課題の共有と課題解決のための企画・立案を目的と
する。荏田地区連合自治会を範囲とし、地域福祉保健計画
の地区別計画と連動して、検討を進める。
【具体的な取り組み】
１．生活情報冊子の配架と周知
２．地域に愛着を持つための歴史講座開催
３．企業・商店等による見守り「荏田お困り事ネットワー
ク」の推進
４．地域交流「エンジョイえだまつり」開催
５．ちょこっとボランティア活動



平成30年度　自主事業計画書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

うさぎとかめの
会

　地域ケアプラザ近隣の高齢者を対象とした介護予防と仲
間づくりの場として、体操、認知症予防のレクレーショ
ン、栄養、口腔ケア等を「もっと元気に！健康づくり講
座」として実施する。

月１回開催
（第２木曜日）
10時～11:30

介護者のつどい

　介護者の介護ストレスの軽減を目的として、日頃の介護
に対する思いを語られる場を提供すると共に、介護知識を
習得する機会を提供する。

年４回開催
（おおむね第４月
曜日）
13時30分～15時

目的・内容等 実施時期・回数

出張サロン
　江田駅以北の居場所作りとして、個人宅を借りた「あざ
み野南４丁目サロン」を荏田地区社会福祉協議会と共催で
実施する。

年６回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

包括カンファレ
ンス（ＣＭ向
け）

荏田地域包括支援センターのエリア内および予防プランを
委託している居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対
し、資質の向上と地域ケアシステムの一員である自覚を
もってもらうことを目的にカンファレンス（研修）を実施
する。

奇数月の第３木曜
９：15～10：45

出張講座

　地域包括支援センターの周知と共に、介護保険、権利擁
護、介護予防などのテーマで出張講座を実施する。前半が
講演、後半をサロンとし、住民同士の交流も目的とする。
　また、地区社協主催の茶話会では、地域ケアプラザから
のミニ講話を実施する。

年10回

目的・内容等 実施時期・回数




